
 

 環境審議会における答申の付帯意見 

 

 「いしかり生き物かけはし戦略」に係る審議において次の点を考慮することを求められた 

 

１ 本戦略及び生物多様性に対する市民理解を深めるため、各種メディアを活用した普及啓発活動を進

める 

 

２ 関係団体等との連携を意識する 

 

３ ２０３０年の中間改定に向けて、戦略の記載内容についてブラッシュアップを図る 


